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 ３ 広 第 ３ ２ ２ 号 
令和４年１月２４日 

  食料・農業・農村政策審議会 

会長 大橋 弘 殿 

農林水産大臣 金子 原二郎 

令和４年度食料・農業・農村施策について 

 標記について、食料・農業・農村基本法(平成11年法律第106号)第14条第３ 

項の規定に基づき、貴審議会の意見を求める。 

（資料１）


